
4梅香町・松葉町の住所が変わります

●町が書き換えるもの

公　　簿　　名 改 正 欄

住　所　欄 町が、新しい住所に書き換えます。

説　　　　　　明

住 民 基 本 台 帳

印 鑑 登 録 票

外 国 人 登 録 原 票

学 齢 簿

国 民 健 康 保 険 台 帳

登記事項（登記簿）
の住所欄
　土地、建物など

商業・法人
（会社などの法人
の本店・支店およ
び代表者などの住
所変更登記）

改正実施区域
内に現住所を
有する人で、
改正区域外に
土地・建物を
所有している
人

法人の代表者
など

申請または届
出先土地建物
などの所在地
を管轄する法
務局\

0154-31-50
19

本店および支
店を管轄する
法務局\

0154-31-50
19

手続きの期間
期限はありま
せん。
必要なときに。

期限はありま
せんが、でき
るだけ早い時
期に。

登記申請書・字名等改正に係る証明書
○字名等改正に係る証明書(無料)を添
付することにより、登録免許税は非課
税(無料)になります。
○法務局では登記申請書に訂正が生じ
た場合は、印鑑が必要になります。
○登記事項（登記簿）における所有者お
よび権利者等欄の住所と、改正前の住
民登録住所に違いがある場合、住民票
も必要です。
(注)抵当権、根抵当権などについて変
更登記の必要があるときは、金融機関
に相談をしてください。

●みなさんに手続きをしていただくもの〈例〉
　① 登記関係
（このようなことは）

事　　　項
（だれが）
該当者

（どこへ）
申請または届出先

（いつまでに）
手続きの期間

（なにを持って）
提 出 類 な ど

年金受給権者の住
所変更届

国民年金受給
者
厚生年金受給
者

その他の公的
年金受給者

釧路社会保険
事務所\

0154-22-01
11

各届け出機関
(共済組合な
ど)

すみやかに。 ○町民課に備え付けの所定の届出用紙を
利用してください。（届け出の相談には
年金証書を持参してください。）

　② その他の住所変更関係
（このようなことは）

事　　　項
（だれが）
該当者

（どこへ）
申請または届出先

（いつまでに）
手続きの期間

（なにを持って）
提 出 類 な ど

各届け出機関に問い合わせてください。

［次へ］［前へ］5 松葉町・梅香町の住所が変わります

■町の区域を新たに画するもの

■町の名称を変更するもの

■字の区域を廃止するもの

変更例

字　　　の　　　名　　　称

松葉町1丁目、松葉町2丁目、松葉町3丁目、松葉町4丁目、梅香町1丁目、

梅香町2丁目、若竹町3丁目、若竹町4丁目、奔渡町1丁目

（注）今回の改正で、御供（松葉地区集会所の付近）の一
　　部については松葉 3丁目になり、奔渡町 1丁目の一
    部（町道奔渡町岩の埼通り付近）については松葉 4丁
　　目になる予定です。

（注）地図上に字名改正区域として示している線は、図
　　面を縮小して掲載するために、実際の改正区域の線
　　と多少異なるところがあります。

ば い か

ば い か

ま つ ば

ま つ ば

ま つ ば

ま つ ば

従 来 の 区 域
（住所、土地の所在地）名称

新 た な 区 域
(住所、土地の所在地）名称

梅香 2 丁目

梅香 1 丁目

松葉 4 丁目

松葉 3 丁目

松葉 1 丁目

梅香町1丁目の一部、梅香町2丁目の一部、

御供の一部

松葉町3丁目の一部、若竹町3丁目の一部、

御供の一部

松葉町4丁目の一部、若竹町4丁目の一部、

奔渡町1丁目の一部

梅香町1丁目の一部

松葉町1丁目の一部

松葉 2 丁目 松葉町2丁目

従 来 の 名 称新 た な 名 称

（旧）

　厚岸町梅香町○丁目△番

（新）

　■土地表示の場合

　 厚岸町梅香○丁目△番

　■住所に使用する場合

　 厚岸町梅香○丁目△番地

新
し
い
土
地
の
所
在
名
・
地
番
と
住
所

新
し
い
土
地
の
所
在
名
・
地
番
と
住
所

　

字
名
等
改
正
に
よ
り
所
在
名
と
地
番
が
変
わ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
使
用
し
て
い
る
家
屋
な
ど
建
物
の
住

所
も
同
時
に
変
わ
り
ま
す
の
で
、
新
し
い
土
地
の

所
在
地
番
の
末
尾
に『
地
』を
付
け
新
住
所
と
し
て

使
用
し
ま
す
。

新
区
域
・
新
名
称
全
体
図

新
区
域
・
新
名
称
全
体
図

新
区
域
・
新
名
称
全
体
図

平
成
21
年
10
月
26
日
改
正

梅香1丁目
新区域・名称新区域・名称新区域・名称

梅香2丁目
新区域・名称新区域・名称新区域・名称

松葉1丁目
新区域・名称新区域・名称新区域・名称

松葉2丁目
新区域・名称新区域・名称新区域・名称

松葉3丁目
新区域・名称新区域・名称新区域・名称

松葉4丁目
新区域・名称新区域・名称新区域・名称

町
　
　

で
は
住
所
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
、
字

　
　

名
等
改
正
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
『
梅
香
町
1
丁
目
・
2
丁
目
、
松
葉
町
1

丁
目
か
ら
4
丁
目
、
奔
渡
町
1
丁
目
の
一
部
』
に

つ
い
て
、
新
区
域
名
お
よ
び
新
地
番
の
設
定
作
業

が
終
わ
り
、
10
月
26
日
か
ら
新
し
い
住
所
へ
と
変

わ
り
ま
す
。

新
し
い
住
所
が
通
知
さ
れ
ま
す

　

改
正
の
対
象
と
な
る
地
域
に
住
所
を
持
つ
人
に

は
、
新
し
い
住
所
が
通
知
さ
れ
ま
す
。
ま
た
土
地

所
有
者
に
は
新
住
所
と
新
地
番
、
そ
し
て
必
要
な

手
続
き
な
ど
を
示
し
た
説
明
書
類
を
10
月
26
日
の

改
正
施
行
日
前
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。

住
所
な
ど
の
変
更
手
続
き

　

戸
籍
や
住
民
票
な
ど
町
が
変
更
す
る
も
の
と
、

改
正
の
対
象
と
な
っ
た
皆
さ
ん
が
自
分
で
変
更
を

す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

自
動
車
運
転
免
許
証
の
住
所
変
更
な
ど
、
所
有

す
る
各
種
許
可
証
や
免
許
、
各
年
金
の
住
所
変
更

の
届
け
出
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
機
関
に
問
い

合
わ
せ
て
、
変
更
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
変
更
ま
で
に
期
限
が
あ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

表
に
例
示
し
て
い
ま
す
が
、
詳
し
く
は
建
設
課
用

地
地
籍
係
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
住
所
変
更
申
請
な
ど
で
『
字
名
等
改
正
に

か
か
る
証
明
書
』
が
必
要
な
場
合
は
、
新
し
い
住

所
の
通
知
書
と
印
鑑
（
法
人
の
場
合
は
登
記
し
て

い
る
印
鑑
）
を
持
参
し
、
個
人
の
場
合
は
町
民
課

窓
口
サ
ー
ビ
ス
係
か
湖
南
地
区
出
張
所
で
、
法
人

の
場
合
は
建
設
課
用
地
地
籍
係
で
交
付
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。
交
付
は
無
料
で
す
。

　

た
だ
し
改
正
日
以
降
に
引
っ
越
し
な
ど
で
本
籍

と
現
住
所
の
変
更
を
し
た
人
は
『
字
名
等
改
正
に

か
か
る
証
明
書
』
は
交
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
住
所
変
更
に
関
し
て
必
要
な
、
町
の
発
行

す
る
他
の
書
類（
住
民
票
や
戸
籍
の
附
票
な
ど
）は

有
料
と
な
り
ま
す
。

留
意
事
項

▼
住
所
の
変
更
手
続
き
は
、
改
正
施
行
日
の
10
月

26
日
か
ら
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
字
名
改
正
の
図
面
な
ど
は
、
建
設
課
用
地
地
籍

係
窓
口
や
町
民
課
窓
口
サ
ー
ビ
ス
係
、
湖
南
地
区

出
張
所
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

▼
住
所
変
更
登
記
の
申
請
書
は
、
用
地
地
籍
係
に

あ
り
ま
す
。
会
社
な
ど
法
人
の
住
所
変
更
登
記
に

つ
い
て
は
、
本
店
や
支
店
を
管
轄
す
る
法
務
局
に

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
（
釧
路
地
方
法
務
局
の

登
記
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
／\

0
1
5
4^

31^

5
0
1
9
）

▼
改
正
施
行
日
以
降
は
、
新
し
い
住
所
を
使
っ
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
親
せ
き
・
知
人
・
友
人
・
取

引
先
な
ど
に
も
、
新
住
所
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

●
字
名
等
改
正
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
／
用
地

地
籍
係\

内
線
278
〜
280

今回で終わりです！
梅香町と松葉町を中心に

　　住所が変わります

10月26日
から


